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韓
国
文
集
叢
刊
解
題
（
十
九
）

疋
　
田
　
啓
　
佑

第
二
十
六
輯

（130）
『
泛
虚
亭
集
』　
尚
震
　
撰

　

本
集
は
泛
虚
亭
尚
震
の
詩
文
集
で
、
九
巻
四
冊
、
全
279
丁
。

　

底
本
は
延
世
大
学
中
央
図
書
館
蔵
本
。
底
本
に
落
丁
し
て
い
る
所
は
、
国
立
中
央
図
書
館
蔵
の
同
一
本
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

　

本
集
は
、
著
者
尚
震
の
没
後
、
彼
の
文
献
は
幾
ば
く
も
経
た
ぬ
う
ち
に
兵
火
に
遭
っ
て
散
佚
し
て
い
た
の
を
、
玄
孫
で
あ
る
尚
子
華
と

外
裔
孫
の
李
厚
基
が
蒐
集
し
た
若
干
篇
の
詩
文
や
遺
墨
に
自
警
銘
な
ど
の
手
墨
を
合
わ
せ
た
の
が
定
稿
本
で
あ
る
。
こ
れ
に
十
二
世
の
孫

の
尚
渭
が
実
録
及
び
各
種
の
典
籍
か
ら
、
詩
文
や
関
係
記
録
を
抄
出
し
た
の
を
附
録
と
し
て
編
次
し
た
。
な
お
年
譜
は
尚
渭
の
編
、
尚
灝

の
校
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
九
四
二
年
、
保
寧
の
宝
釼
精
舎
で
九
巻
四
冊
本
と
し
て
石
印
で
も
っ
て
刊
行
さ
れ
た
の
が
、
初
刊
本
で
あ
る
。

　

内
容
は
、
後
学
東
萊
の
鄭
萬
朝
（
号
は
茂
亭
）
の
序
、
昭
和
十
六
年
の
完
山
李
重
明
の
序
及
び
遺
墨
、
総
目
の
あ
と
に
巻
一
か
ら
巻
九
、

最
後
に
七
つ
の
跋
文
。

　

巻
一
、
詩
（
22
首
）。
巻
二
、
疏
劄
（
10
）
中
宗
二
十
六
年
か
ら
明
宗
十
五
年
ま
で
の
も
の
、
啓
辞
（
57
）
中
宗
二
十
四
年
か
ら
明
宗
七

年
。
巻
三
、
啓
辞
（
60
）
明
宗
八
年
か
ら
十
七
年
。
別
集
、
啓
辞
（
11
）
中
宗
三
十
七
年
か
ら
明
宗
十
四
年
。
巻
四
、
議
（
39
）
明
宗
六
年
か
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ら
十
八
年
。
別
集
、
議
（
22
）
明
宗
六
年
か
ら
十
五
年
。
箋
（
２
）
明
宗
六
・
十
五
年
。
巻
五
、
書
（
12
）、
祭
文
（
１
）、
銘
（
２
）、
こ
こ

に
「
自
警
銘
」
が
あ
る
。
歌
章
（
１
）。
巻
六
、
年
譜
（
尚
渭
編
、
尚
灝
校
）。
巻
七
、
附
録
、
行
状
（
李
済
臣
撰
）、
神
道
碑
銘
（
洪
暹
撰
）、 

祭
文
、
挽
詩
等
。
巻
八
、
本
伝
（『
李
朝
実
録
』
よ
り
）、
遺
事
。
巻
九
、
附
録
、
別
試
榜
目
他
、
跋
（
７
）。
跋
文
の
最
後
は
昭
和
十
七
年

十
三
世
嗣
孫
、
尚
昌
植
の
も
の
。

　　

尚
震
（
一
四
九
三
・
成
宗
二
十
四
年
―
一
五
六
四
・
明
宗
十
九
年
）

　

姓
は
尚
、
諱
名
は
震
。
字
は
起
夫
、
号
は
泛
虚
亭
。
晩
年
、
松
峴
翁
と
号
し
た
。
諡
は
成
安
。
木
川
の
人
。
高
麗
の
初
め
の
頃
、
姓
は

象
で
あ
っ
た
が
、
後
に
尚
に
改
め
た
の
が
尚
国
珍
、
以
後
尚
得
儒
、
尚
愿
、
尚
元
諝
と
受
け
継
が
れ
、
高
祖
は
尚
天
錫
、
曾
祖
は
尚
英
孚
、

祖
父
は
水
軍
虞
侯
と
な
っ
た
尚
孝
忠
。
父
の
尚
甫
は
安
奇
道
察
訪
と
な
っ
た
。
母
は
金
徽
の
女
。
弘
治
六
年
、
つ
ま
り
成
宗
の
二
十
四
年

六
月
五
日
に
生
ま
れ
た
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
状
貌
奇
異
、
啼
笑
時
有
り
と
行
状
に
描
か
れ
る
よ
う
な
面
が
あ
っ
た
た
め
、
父
は
昔
の

宋
王
魏
公
の
故
事
に
倣
っ
て
三
本
の
槐
の
木
を
植
え
た
と
い
う
。
五
歳
の
時
に
母
を
、
八
歳
の
時
に
父
を
失
う
と
い
う
悲
劇
に
遭
い
、
祖

母
の
成
夢
井
夫
人
の
下
で
育
て
ら
れ
る
。

　

少
年
時
代
は
馳
馬
、
試
射
と
い
っ
た
豪
快
な
遊
び
に
流
さ
れ
て
学
問
へ
の
関
心
が
無
く
過
ご
し
て
い
た
が
、
或
る
時
、
同
僚
か
ら
侮
辱

さ
れ
る
と
い
う
経
験
か
ら
、
発
憤
し
て
学
業
に
励
む
よ
う
に
な
っ
た
。

　

伯
父
の
成
夢
井
（
夏
山
公
）
が
、
亡
く
な
っ
た
父
の
功
績
に
よ
っ
て
仕
官
す
る
こ
と
を
進
め
た
が
、
震
は
そ
れ
を
拒
わ
っ
て
「
丈
夫
は

当
に
書
を
読
み
て
業
を
樹
つ
べ
き
の
み
」
と
言
う
の
を
聞
き
、
夏
山
が
震
の
文
才
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
学
問
が
身
に
つ
い
て
い
る

こ
と
を
知
り
、
友
人
の
金
慕
斎
や
李
容
斎
ら
に
も
震
の
文
才
を
示
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
成
守
琛
、
成
守
琮
兄

弟
と
学
問
を
通
じ
て
の
交
友
関
係
が
で
き
、
そ
れ
が
道
義
の
交
わ
り
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
頃
に
詠
ん
だ
詩
に
、「
聴
松
堂
に
寄
題
す
」

と
い
う
詩
が
あ
る
（『
泛
虚
亭
集
』
巻
一
）。
聴
松
堂
は
成
守
琛
の
書
斎
、（
震
）
公
二
十
の
時
と
注
さ
れ
て
い
る
。

　

中
宗
の
十
一
年
、
司
馬
試
に
中
り
（
合
格
し
）、
柳
雲
公
か
ら
経
綸
の
才
能
が
あ
る
と
称
賛
さ
れ
た
が
、
同
輩
か
ら
忌
ま
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
た
め
官
職
に
は
就
か
な
か
っ
た
。
十
四
年
己
卯
の
十
月
、
文
科
の
別
試
に
応
じ
て
丙
科
第
三
人
に
中
り
、
承
文
院
正
学
と
し
て
官
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界
に
入
っ
た
。
時
に
二
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
翌
月
の
十
一
月
十
五
日
の
夜
、
神
武
門
か
ら
勲
旧
派
の
重
臣
が
中
宗
に
密
告
す
る
と
い
う
大

事
件
が
起
き
、
趙
光
祖
ら
士
林
派
の
人
々
に
対
す
る
弾
圧
事
件
（
所
謂
、
己
卯
の
士
禍
）
が
起
き
た
。
そ
の
よ
う
な
事
件
後
の
翌
年
に
、 

芸
文
館
検
閲
官
に
推
さ
れ
て
移
り
、
つ
い
で
待
教
・
奉
教
と
転
じ
、
経
幄
へ
も
入
侍
す
る
中
で
、
官
界
で
の
生
き
方
を
深
く
考
え
て
い
る
。

当
時
、
趙
光
祖
が
中
宗
に
重
ん
じ
ら
れ
、
儒
教
の
理
想
の
政
治
で
あ
る
唐
虞
の
治
（
尭
舜
の
時
代
の
よ
う
な
政
治
）
を
目
指
し
て
、
古
い

政
治
を
革
新
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
で
あ
る
の
を
見
て
、
あ
ま
り
の
急
激
な
変
革
を
求
め
て
い
る
の
に
対
し
て
危
惧
を
抱
い
て
い
た
こ
と

が
実
現
し
、
多
く
の
士
林
派
の
人
々
が
犠
牲
と
な
っ
た
こ
と
は
、
本
連
載
（
十
六
）
の
趙
光
祖
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

十
六
年
に
は
礼
曹
佐
郎
を
拝
し
た
が
、
翌
年
に
は
地
方
に
出
さ
れ
て
北
道
評
事
と
な
り
、
つ
い
で
翌
年
に
は
戸
曹
正
郎
と
し
て
中
央
に

復
帰
し
、
す
ぐ
に
兵
曹
に
、
以
後
礼
曹
正
郎
兼
持
平
を
拝
す
る
と
い
う
よ
う
に
め
ま
ぐ
る
し
く
移
動
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
聖
節
使

書
状
官
に
充
て
ら
れ
た
時
、
聖
節
使
の
洪
彦
弼
か
ら
才
能
を
認
め
ら
れ
、
重
要
視
さ
れ
、
春
秋
官
の
記
注
官
も
兼
ね
た
。

　

中
宗
の
二
十
三
年
に
は
司
憲
府
掌
令
を
拝
命
し
、
つ
い
で
世
子
侍
講
院
の
弼
善
や
成
均
館
直
講
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
辞
退
し
て
官
に
就

か
ず
、
翌
年
、
帝（
中
宗
）か
ら
強
く
辞
退
し
な
い
よ
う
に
諭
さ
れ
た
が
、
再
辞
退
し
た
も
の
の
十
月
に
弼
善
を
拝
し
、
侍
講
院
に
入
っ
た
。

　

中
宗
の
二
十
五
年
、
金
謹
思
が
提
調
と
な
り
、
葬
物
を
私
物
化
し
て
人
に
施
す
と
い
う
悪
事
に
対
し
、
尚
震
は
正
言
を
以
て
対
処
し
た

た
め
、
大
い
に
金
氏
の
怒
り
に
触
れ
た
。
謹
思
は
金
安
老
ら
勲
旧
派
の
奸
物
の
一
人
で
、
権
力
側
に
在
っ
た
の
で
、
周
辺
の
人
は
危
ぶ
ん

だ
が
尚
震
は
全
く
動
ず
る
こ
と
な
く
、
彼
ら
の
毒
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

政
治
の
中
核
に
関
係
す
る
地
位
に
あ
っ
た
中
で
、
自
ら
の
信
ず
る
道
を
進
む
態
度
が
認
め
ら
れ
て
か
、
台
閣
に
出
入
り
す
る
中
で
大
司

諫
な
ど
の
職
を
拝
す
る
が
、
金
安
老
ら
権
力
側
か
ら
忌
ま
れ
て
、
江
原
道
観
察
使
な
ど
と
し
て
地
方
に
出
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
中
で
、
丁
酉
の
年
（
中
宗
の
三
十
一
年
）
の
十
二
月
に
再
度
大
司
諫
を
拝
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
翌
年
、
金
安
老
ら
に
仕
組
ま

れ
た
事
件
に
よ
っ
て
罪
に
陥
れ
ら
れ
た
鄭
光
弼
公
を
救
う
た
め
に
諫
草
を
同
僚
の
梁
淵
と
奏
上
し
て
い
る
。
こ
の
間
の
啓
辞
は
本
集
の
巻

一
所
収
の
啓
辞
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
に
尚
震
公
四
十
五
歳
で
あ
っ
た
。

　

翌
年
に
は
ま
た
地
方
を
巡
察
す
る
京
畿
の
観
察
使
と
な
る
が
、
折
し
も
畿
内
で
起
き
た
不
祥
の
獄
が
あ
り
、
尚
震
は
そ
れ
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
、
関
係
者
を
尽
く
訪
れ
て
調
査
し
た
。
そ
の
際
、
刑
杖
な
ど
は
用
い
な
い
で
実
情
を
調
べ
上
げ
た
上
で
法
律
に
照
ら
し
合
せ
て
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の
処
断
で
冤
獄
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
い
で
漢
城
府
右
尹
、
そ
し
て
左
尹
と
昇
進
し
、
司
憲
府
の
大
司
憲
を
拝
す
る
こ
と
に
な
る
。

当
時
、
刑
獄
に
入
る
よ
う
な
事
件
が
多
か
っ
た
の
で
、
中
国
で
、
訴
訟
事
件
を
扱
っ
て
有
名
な
『
棠
陰
比
事
』
を
刊
行
し
て
、
頒
布
す
る

こ
と
で
、
刑
罰
を
用
い
る
の
に
慎
重
で
あ
る
こ
と
を
願
い
出
て
、
帝
（
中
宗
）
も
こ
れ
を
認
め
て
刊
布
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

　

中
宗
は
尚
震
公
の
政
治
力
を
高
く
評
価
し
て
、
地
方
で
事
件
が
起
き
る
と
、
公
を
特
別
に
命
じ
て
派
遣
し
、
民
も
彼
の
治
政
に
蘇
っ
た

と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
政
治
生
活
に
追
わ
れ
て
い
る
中
に
嗣
子
の
尚
鵬
南
が
夭
逝
す
る
こ
と
が
あ
り
、
尚
震
は
傷
嘆
し
て
い
る
。
公
五
十

歳
の
事
で
あ
っ
た
。
以
後
、
官
僚
の
道
を
順
調
に
栄
転
し
て
議
政
府
右
賛
成
と
な
っ
た
が
、
そ
の
頃
、
中
央
政
府
内
で
は
尹
任
と
尹
元
衡

の
二
大
派
閥
の
党
派
争
い
が
激
化
し
て
い
た
た
め
、
中
宗
は
最
も
信
任
に
た
え
る
人
と
し
て
尚
震
の
名
を
座
右
に
識
し
て
い
た
と
い
う
。

　

甲
辰
の
年
（
中
宗
の
三
十
九
年
）、
十
一
月
、
中
宗
は
病
気
が
重
く
な
り
、
震
公
は
宮
廷
に
赴
き
、
病
気
平
癒
を
祈
る
た
め
、
囚
人
の

釈
放
を
願
い
出
た
り
し
た
が
、
中
宗
は
十
一
月
十
五
日
、
歓
慶
殿
で
崩
御
さ
れ
た
。
十
二
月
二
十
日
に
仁
宗
は
即
位
し
た
が
、
八
か
月

後
の
七
月
（
仁
宗
元
年
）
に
三
十
歳
の
若
さ
で
崩
御
し
た
。
十
一
月
二
十
八
日
に
明
宗
が
即
位
し
た
が
、
十
一
歳
と
い
う
若
さ
の
た
め
、

母
后
で
あ
る
文
定
王
后
が
垂
簾
聴
政
を
と
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
仁
宗
在
位
の
八
か
月
間
に
、
ま
ず
己
卯
の
士
禍
で
犠
牲
と
な
っ
た
士

林
派
の
人
々
の
名
誉
を
回
復
さ
せ
、
李
彦
迪
や
柳
灌
な
ど
士
林
派
の
人
々
が
政
界
に
登
用
さ
れ
た
も
の
の
間
も
な
く
仁
宗
は
亡
く
な
り
、

明
宗
元
年
の
八
月
に
は
誣
獄
が
起
き
る
。
乙
巳
の
士
禍
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
明
宗
の
母
文
定
王
后
と
弟
の
尹
元
衡
が
権
力
を
掌
握
し 

て
、
仁
宗
即
位
後
、
一
時
権
力
を
握
っ
た
大
尹
派
（
尹
任
）
ら
を
い
ろ
い
ろ
な
策
略
で
自
決
さ
せ
る
な
ど
し
て
追
放
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
政
変
の
中
、
尚
震
は
慶
尚
道
観
察
使
と
し
て
地
方
へ
出
て
い
た
た
め
、
士
禍
を
免
れ
る
。
そ
し
て
九
月
に
徴
さ
れ
て
崇
政

大
夫
と
な
っ
て
帰
還
し
、
吏
曹
判
書
に
復
帰
し
た
。
翌
年
即
ち
明
宗
元
年
の
正
月
に
議
政
府
右
賛
成
と
な
り
、
つ
い
で
三
月
に
は
春
秋
舘

事
が
加
え
ら
れ
、
こ
こ
数
年
の
中
に
亡
く
な
っ
た
中
宗
と
仁
宗
の
正
史
と
し
て
の
『
中
宗
実
録
』・『
仁
宗
実
録
』
の
編
修
に
携
わ
っ
た
。

そ
れ
に
続
い
て
知
義
禁
府
事
を
兼
ね
、
ま
た
特
に
命
ぜ
ら
れ
て
兵
曹
判
書
に
も
復
帰
し
、
そ
の
関
係
か
ら
翌
年
の
正
月
に
は
備
辺
の
策
、

八
道
の
監
司
兵
水
使
処
の
問
題
を
経
筵
に
提
出
し
て
論
じ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
中
央
で
の
活
躍
に
よ
り
、
明
宗
の
三
年
に
は
議
政
府
の
右
賛
成
と
な
る
が
、
一
方
小
尹
派
の
柳
仁
淑
ら
か
ら
は
、
忌
ま
れ
て
批

判
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
尚
震
は
病
気
を
理
由
に
辞
職
を
願
い
出
る
が
、
許
さ
れ
ず
、
四
年
に
は
中
央
政
府
の
要
職
で
あ
る
右
議
政
と
為
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り
、
い
よ
い
よ
重
い
責
任
を
負
う
た
め
再
三
懇
辞
す
る
が
許
さ
れ
ず
、
経
筵
に
参
す
る
こ
と
で
政
治
に
対
し
て
建
議
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

は
本
集
の
巻
二
の
啓
辞
に
表
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
れ
ら
建
議
の
中
で
力
説
し
た
も
の
に
対
仏
教
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は

五
年
の
十
二
月
、
禅
科
の
復
設
に
つ
い
て
「
意
と
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
諷
諫
す
」
と
い
う
も
の
で
、
仏
教
に
お
け
る
僧
侶
の
認
定
試
験

で
あ
る
禅
科
を
復
活
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
訴
え
た
も
の
で
あ
り
、
尚
震
は
「
帝
王
の
徳
を
累
わ
す
も
の
は
異
教
を
崇
信
す
る
こ
と

よ
り
大
な
る
も
の
は
な
い
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
裏
に
は
普
雨
と
い
う
僧
が
、
文
定
王
后
に
と
り
入
り
、
彼
女
の
信
任
を
受
け
て

勢
力
を
拡
大
し
は
じ
め
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

辛
亥
の
年
（
明
宗
六
年
・
一
五
五
一
）
の
正
月
、
尚
震
は
宮
廷
に
詣
り
、「
両
宗
禅
科
、
復
た
事
を
立
つ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
啓
辞

を
提
出
し
て
、
先
に
出
し
た
啓
辞
の
疑
わ
し
い
点
を
明
弁
し
、
そ
の
こ
と
で
辞
職
を
申
し
出
る
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
禅
宗

と
教
宗
と
い
う
二
つ
の
仏
教
の
宗
派
が
公
認
さ
れ
て
活
動
し
は
じ
め
、
僧
侶
ら
の
横
暴
が
ま
か
り
通
る
よ
う
に
な
っ
た
。
尚
震
は
時
の
左

議
政
の
沈
連
源
と
と
も
に
朝
廷
に
参
上
し
て
い
た
廷
府
の
六
曹
及
び
東
西
二
班
の
二
品
以
上
の
役
人
を
率
き
つ
れ
て
両
宗
の
禅
科
を
復

活
さ
せ
な
い
よ
う
に
奏
上
し
た
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
以
後
、
三
四
回
、
啓
辞
を
奉
じ
た
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
最
後
に
は
百
官
を

率
い
る
ま
で
に
な
っ
た
が
そ
れ
で
も
だ
め
だ
っ
た
た
め
、
尚
震
は
沈
相
（
左
議
政
）
に
、「
こ
の
両
宗
（
禅
宗
と
教
宗
）
の
復
活
は
吾
々

二
人
職
に
在
る
者
を
し
て
責
任
は
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
」
と
慨
嘆
し
て
い
る
。

　

三
月
に
は
、
中
宗
と
仁
宗
の
二
皇
帝
の
実
録
の
編
成
に
つ
い
て
明
宗
か
ら
宴
楽
を
賜
っ
た
。
尚
公
は
病
気
を
理
由
に
辞
退
し
た
が
許
さ

れ
な
か
っ
た
。
つ
い
で
四
月
に
は
問
題
の
妖
僧
普
雨
に
つ
い
て
、
罪
の
取
り
調
べ
を
求
め
る
願
い
出
を
し
た
が
ま
た
も
や
許
さ
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
一
方
八
月
に
は
左
議
政
に
昇
進
し
た
。

　

壬
子
の
年
、
つ
ま
り
明
宗
の
七
年
に
は
日
本
と
の
関
係
に
も
携
わ
っ
た
り
し
て
政
治
的
な
活
動
を
し
て
い
る
が
、
六
十
歳
（
耳
順
）
と

い
う
年
に
も
な
り
、
体
力
の
方
に
も
衰
え
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
翌
年
正
月
に
は
在
野
の
賢
人
達
の
登
用
を
進
言

し
て
、
宋
純
・
呉
謙
・
李
潤
慶
を
推
薦
し
、
呉
謙
は
慶
州
の
府
尹
に
命
ぜ
ら
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
尚
震
は
老
齢
と
な
り
、
病
が
ち
と 

な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
退
休
を
願
い
出
て
い
る
が
、
な
お
許
さ
れ
ず
に
経
筵
に
入
侍
し
て
い
る
。

　

明
宗
十
一
年
、
尚
震
六
十
四
歳
の
五
月
に
李
滉
（
号
退
渓
）
を
経
筵
に
召
さ
れ
ん
こ
と
を
請
う
啓
を
奉
っ
て
い
る
。
そ
の
啓
辞
（
本
集
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巻
之
三
所
収
）
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

李
滉
、
年
少
の
人
と
雖
も
、
身
を
持
す
る
こ
と
清
高
な
り
。
此
く
の
如
き
人
、
以
て
薄
俗
を
激
す
べ
し
。
之
を
し
て
天
使
を
接
待
せ

し
む
れ
ば
、
則
ち
ま
た
以
て
国
を
華
か
に
す
べ
し
。
上
、
誠
を
以
て
之
を
召
さ
ば
必
ず
来
た
ら
ん
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
中
宗
は
「
李
滉
の
文
翰
な
る
こ
と
偶
々
然
る
に
は
非
ず
、
而
も
行
ひ
も
ま
た
清
簡
な
り
。
今
、
痛
み
て
草
野
（
在
野
）

に
在
り
」
と
言
っ
て
常
に
留
念
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
に
召
す
こ
と
が
あ
っ
た
が
病
気
を
理
由
に
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ

の
ま
ま
「
棄
つ
べ
か
ら
ず
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
し
て
政
院
に
伝
え
て
、
李
滉
の
事
は
以
前
に
鄭
士
龍
が
啓
す
る
こ
と
が
あ
り
、
今
日
の

朝
講
の
中
で
左
相
（
左
議
政
の
尚
震
）
の
「
啓
の
意
を
以
て
書
を
為
り
て
諭
を
下
さ
ん
」
と
述
べ
た
文
が
残
っ
て
い
る
こ
と
で
、
当
時
の

状
況
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
李
退
渓
に
つ
い
て
は
、
明
宗
十
三
年
の
四
月
に
も
、
楊
震
が
賢
人
を
草
野
に
求
む
る
の
疏
に
応
じ
て
、
尚

震
も
李
滉
を
任
用
す
る
こ
と
を
請
う
啓
辞
を
奉
じ
て
い
る
が
、
退
渓
は
先
の
疏
の
時
と
同
じ
よ
う
に
病
気
を
理
由
に
出
仕
し
て
い
な
い
。

  

こ
の
年
の
五
月
に
、
尚
震
は
官
僚
の
最
高
の
職
で
あ
る
領
議
政
（
総
理
大
臣
）
と
な
っ
た
。
時
に
六
十
六
歳
。
当
時
は
文
定
王
后
と
そ

の
実
弟
の
尹
元
衡
が
中
央
政
府
を
牛
耳
る
中
で
、
明
宗
を
助
け
て
尽
心
す
る
尚
震
も
、
七
十
と
い
う
古
稀
を
迎
え
る
年
と
な
り
、
た
め
に

明
宗
か
ら
几
杖
を
賜
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
十
余
年
の
間
、
何
度
も
の
退
任
を
求
め
た
が
、
そ
の
度
毎
に
慰
留
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
七
月

に
は
ひ
ど
い
病
気
に
罹
り
、
帝
か
ら
内
医
を
遣
わ
さ
れ
る
ほ
ど
に
な
り
、
七
十
一
歳
の
正
月
に
、
病
気
に
よ
る
辞
職
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
重
職
か
ら
の
解
放
が
影
響
し
て
か
、「
身
気
軽
健
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
身
も
心
も
軽
く
元

気
に
な
り
、「
兒
輩
と
約
し
て
は
、
処
に
随
ひ
駕
を
命
じ
て
水
曲
山
傍
を
往
来
し
て
楽
し
み
、
時
に
は
取
酒
微
醺
、
緩
歌
起
舞
し
て
自
ら

楽
し
む
」
と
い
う
生
活
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
年
の
九
月
に
、
世
子
（
皇
太
子
）
が
重
病
と
な
り
、
す
ぐ
に
亡
く
な
る
と
い
う
不
幸
が
起
き
、
尚
公
は
、「
訃
に
奔
り
哭
泣
し
、

連
日
食
を
廃
し
、
悲
痛
過
傷
し
た
た
め
、
心
痛
遽
か
に
作
り
、
幾
ん
ど
危
き
こ
と
数
日
」、
体
じ
ゅ
う
が
痿し

な

び
て
黄
色
に
な
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
悲
し
み
の
中
に
葬
儀
は
終
わ
っ
た
が
、
尚
公
は
、「
私
は
東
宮
の
旧
僚
で
あ
る
か
ら
に
は
、
終
始
の
礼
を
廃
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
言
い
、
世
子
の
死
の
悲
し
み
の
た
め
こ
の
日
心
痛
が
ま
た
起
こ
り
、
殆
ん
ど
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
な
っ
た
。
こ
の

日
か
ら
、
尚
公
の
心
熱
は
ひ
ど
く
な
り
、
疸
症
も
重
く
、
そ
の
病
は
数
か
月
に
も
わ
た
り
、
遂
に
起
き
上
が
れ
な
い
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
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し
て
尚
公
は
、「
吾
が
身
は
病
と
雖
も
、
敢
て
国
事
を
忘
れ
ん
や
」
と
曰
っ
た
。
帝
は
内
医
を
遣
わ
し
て
疾
を
問
わ
し
め
、
特
に
御
厨
を

賜
り
、
庶
幾
わ
く
は
、
珍
味
を
口
に
す
べ
く
備
わ
ら
ざ
る
無
き
よ
う
に
し
た
。
尚
公
は
感
じ
戴
き
、「
天
、
若
し
死
を
緩
く
せ
ば
、
当
に

謝
す
る
こ
と
有
る
べ
け
ん
」
と
曰
い
、
閏
二
月
二
十
三
日
、
遂
に
死
去
し
た
。
享
年
七
十
二
で
あ
っ
た
。
明
宗
は
そ
の
「
訃
を
聞
き
、
震

悼
し
、
朝
を
輟
む
る
こ
と
三
日
、
肉
膳
を
御
せ
ざ
る
こ
と
日
有
り
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
七
世
の
子
孫
の
尚
亀
沢
が
成
安
公
の
手
筆
三
十
六
字
を
入
手
し
た
の
を
子
孫
の
為
に
書
き
写
し
て
粧
帖
し
て
宝
蔵
し
て
い
た

も
の
を
掲
げ
て
お
く
（
な
お
こ
れ
は
『
泛
虚
亭
集
』
巻
五
に
収
め
ら
れ
て
い
る
）。

自
警
銘

軽
き
も
の
は
、
当
に
之
を
矯
む
る
に
重
き
を
以
て
す
べ
し
。　
急
な
も
の
は
、
当
に
之
を
矯
む
る
に
緩
を
以
て
す
べ
し
。

偏
な
る
も
の
は
、
当
に
之
を
矯
む
る
に
寛
を
以
て
す
べ
し
。　
躁
な
る
も
の
は
、
当
に
之
を
矯
む
る
に
静
を
以
て
す
べ
し
。

暴
な
る
も
の
は
、
当
に
之
を
矯
む
る
に
和
を
以
て
す
べ
し
。　
麤そ（
粗
）な
る
も
の
は
、
当
に
之
を
矯
む
る
に
細
を
以
て
す
べ
し
。

梧
川
の
李
宗
城
、
謹
ん
で
識
す
。　

と
小
識
を
付
し
て
い
る
。

　
（131）
『
聴
松
集
』　
成
守
琛
　
撰

　

本
集
は
聴
松
成
守
琛
の
詩
文
集
で
、
三
巻
一
冊
。
全
52
丁
。
原
本
は
四
巻
一
冊
、
全
62
丁
で
あ
る
。

　

底
本
は
ソ
ウ
ル
大
学
奎
章
閣
蔵
本
。
底
本
に
落
丁
し
て
い
る
部
分
は
、
同
大
学
所
蔵
の
同
一
本
で
補
っ
た
。
但
し
本
集
の
巻
四
は
成
守

琛
の
弟
の
守
琮
（
節
孝
先
生
）
の
詩
・
文
関
係
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
叢
刊
の
編
集
方
針
に
従
っ
て
巻
四
の
10
丁
は
除
外
し
て
あ
る
の 

で
、
三
巻
一
冊
、
全
52
丁
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
集
は
宣
祖
年
間
に
初
刊
本
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
ま
ま
埋
も
れ
て
い
た
の
を
、
八
世
の
孫
の
成
肯
柱
が
校
定
増
補
し
て
編
次
し
、

純
祖
の
六
年
（
一
八
〇
六
）
に
、
郡
守
を
し
て
い
た
豊
基
郡
で
木
版
で
刊
行
し
た
重
刊
本
で
あ
る
。

　

内
容
は
、
巻
一
、
山
居
雑
詠
詩
（
26
首
）、
述
懐
詩
（
長
編
１
）、
自
賛
（
１
）、
坡
山
（
四
言
詩
）、
こ
れ
に
酬
和
し
た
詩
（
23
）、
酬
唱
帖 
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跋
（
張
維
撰
）。
巻
二
、
附
録
。
行
状
（
李
珥
撰
）、
遺
事
（
成
運
）、
墓
誌
銘
（
奇
大
升
撰
）、
墓
碣
銘
（
李
滉
）、
祭
文
（
４
）、
祝
文
（
２
）、

褒
贈
事
実
（
１
）。
巻
三
、
附
録
。
聴
松
堂
序
（
朴
祥
）、
他
記
文
（
23
）、
跋
（
純
祖
六
年
・
一
八
〇
六
、
尹
光
顔
撰
）。

　

成
守
琛
（
一
四
九
三
・
成
宗
二
十
四
年
―
一
五
六
四
・
明
宗
十
九
年
）

　

姓
は
成
、
諱
は
守
琛
、
字
は
仲
玉
。
昌
寧
の
人
。

　

成
守
琛
に
は
『
聴
松
集
』
と
い
う
小
冊
四
巻
一
冊
が
残
っ
て
い
る
だ
け
だ
が
、守
琛
の
行
状
は
、李
珥
（
栗
谷
）
と
い
う
大
儒
の
著
で
あ 

り
、
墓
碣
銘
は
韓
国
最
大
の
儒
学
者
で
あ
る
李
滉
（
退
渓
）、
墓
誌
銘
は
退
渓
門
の
高
弟
奇
大
升
の
手
に
成
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
行

状
や
墓
誌
銘
等
に
も
と
づ
い
て
成
守
琛
の
伝
記
を
描
い
て
い
く
。

　

守
琛
の
先
祖
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
六
代
の
祖
の
成
汝
完
は
領
議
政
と
な
っ
た
人
。
曾
祖
の
成
得
識
は
漢
城
府
尹
、
祖
父
の
成
忠
達
は

金
浦
県
令
、
父
は
大
司
憲
と
な
っ
た
成
世
純
、
思
粛
公
と
称
さ
れ
た
人
。
母
は
左
議
政
金
国
光
の
孫
女
と
い
う
名
家
の
家
系
の
人
。

　

弘
治
六
年
（
成
宗
の
二
十
四
年
）
二
月
十
九
日
、
京
城
に
生
ま
れ
た
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
異
凡
、
幼
い
と
き
か
ら
玩
具
遊
び
な
ど

は
好
ま
ず
、
儼い

か
め

し
く
し
て
い
て
成
人
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
生
ま
れ
つ
き
至
孝
で
あ
っ
た
の
で
、
一
族
の
人
々
は
皆
孝
児
だ
と
称
し
た
。
書

物
を
読
む
よ
う
に
な
る
と
す
ぐ
大
義
を
暁
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

正
徳
庚
戌
（
九
年
・
中
宗
九
年
）、
父
の
思
粛
公
が
亡
く
な
っ
た
。
時
に
三
十
一
歳
。
そ
の
悲
し
み
方
は
三
年
間
、
粥
を
啜
る
の
を
は
じ 

め
、
日
に
三
回
食
を
供
え
て
は
必
ず
哭
（
声
を
上
げ
て
泣
き
）
し
て
哀
し
み
を
尽
く
す
の
を
は
じ
め
、
墓
域
を
掃
除
し
香
を
焚
い
て
拝
跪

す
る
な
ど
尋
常
で
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
弟
の
守
琮
も
同
じ
よ
う
に
孝
子
で
あ
っ
た
。
来
客
が
父
の
墓
の
傍
ら
を
通
り
過
ぎ
る
時
、
そ
の
孝
誠
を
感
じ
て
詩
を
作
っ
て
去
っ

た
と
い
う
。
そ
の
詩
に
、「
成
門
に
二
子
有
り
、
孝
行
、
家
君
を
継
ぐ
。
粥
を
啜
り
誠
に
日
を
横ほ

し
い

ま
ま
に
し
、
香
を
焚
き
哭
は
雲
に
徹
る 

云
云
」
と
。
服
喪
の
期
間
が
終
わ
っ
た
後
も
、
忌
日
に
は
初
め
の
喪
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

守
琛
は
、
弟
の
守
琮
と
と
も
に
趙
静
菴
（
光
祖
）
公
の
門
に
遊
学
し
、
識
者
は
弟
も
そ
の
英
達
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
敦
厚
和
粋

の
面
で
は
皆
兄
の
守
琛
を
推
し
た
。
大
学
の
同
門
に
学
ぶ
人
達
は
、
そ
の
孝
行
ぶ
り
を
朝
廷
に
推
薦
し
た
い
と
考
え
た
が
、
友
人
の
尚
震
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公
は
、
成
兄
弟
を
力
学
の
士
だ
と
言
っ
て
、
そ
の
大
成
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
つ
の
善
行
の
名
で
も
っ
て
名
を
世
の
中
に
知
ら
せ

て
、
そ
の
才
能
を
限
定
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
て
、
上
書
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
果
た
さ
な
か
っ
た
。
守
琛
は
こ
の
事
を
聞
い
て
、
尚
震

の
識
量
を
称
賛
し
て
い
る
。
守
琛
の
学
問
へ
の
志
向
と
い
う
の
は
、
博
い
上
に
こ
れ
を
『
小
学
』『
大
学
』『
論
語
』
に
於
て
分
析
し
理
解

し
て
、
周
子
、
程
子
、
朱
子
の
讀
書
に
ま
で
及
び
、
そ
れ
ら
を
自
ら
手
書
し
て
、
程
子
の
「
涵
養
す
る
に
は
須
ら
く
敬
を
用
ふ
べ
し
。
学

に
進
む
は
致
知
に
在
り
」
等
の
語
を
座
隅
に
掲
げ
て
自
警
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
自
分
の
心
と
会
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
欣
然
と
喜
ん
で
自

ら
そ
の
境
地
を
楽
し
ん
で
次
の
よ
う
に
言
っ
た
、

　

聖
賢
の
書
を
読
む
は
、
方
に
義
理
の
窮
り
無
き
を
知
ら
ん
と
し
、
優
遊
涵
泳
し
て
自
ら
灑
然
た
る
処
有
り
。

　

然
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
を
問
う
と
、「
私
は
こ
の
よ
う
な
境
地
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
が
、
人
を
教
え
る
時
に
は
あ
り
の
ま

ま
飾
ら
ず
分
か
り
や
す
く
平
明
に
言
う
こ
と
で
、
学
問
を
実
践
す
る
人
に
虚
談
を
語
る
こ
と
な
く
後
世
の
人
に
誤
ら
せ
る
こ
と
だ
け
は
な

い
よ
う
に
し
た
」
と
述
べ
た
と
い
う
。

　

当
時
、
趙
光
祖
が
中
宗
に
信
任
さ
れ
、
士
林
派
の
勢
力
が
盛
ん
で
宮
廷
を
動
か
す
中
心
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
守
琛
は
却
っ
て
憂
え
て

い
た
。
し
か
し
守
琛
自
身
は
父
の
死
後
、
ず
っ
と
服
喪
す
る
よ
う
な
生
活
の
た
め
病
気
が
ち
の
体
と
な
っ
て
田
舎
に
引
き
こ
も
っ
て
世
に

仰
が
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
な
い
と
い
う
閉
門
不
出
の
生
活
、
従
っ
て
科
挙
な
ど
に
も
関
心
が
な
く
、
白
岳
山
麓
に
住
み
、
園
北
の
山
林
の

中
に
書
斎
を
築
き
、
そ
こ
に
「
聴
松
」
と
い
う
扁
額
を
掲
げ
て
日
々
学
問
に
邁
進
す
る
生
活
を
し
て
い
た
た
め
、
己
卯
の
士
禍
を
免
れ
た
。

　

以
後
、
二
十
余
年
、
中
宗
の
三
十
六
年
（
辛
丑
・
一
五
四
一
年
）、
朝
廷
が
遺
逸
の
士
を
推
挙
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
金

安
国
（
慕
斎
）
は
守
琛
を
第
一
流
の
人
と
推
薦
し
、
朝
廷
も
厚
陵
の
参
奉
の
職
を
授
け
た
が
、
守
琛
は
そ
の
恩
を
謝
し
た
が
職
に
は
就
か

な
か
っ
た
。
時
に
守
琛
四
十
九
歳
、
坡
平
山
下
の
牛
渓
の
側
に
居
を
定
め
、
竹
雨
堂
と
扁
額
を
掲
げ
て
終
焉
の
住
居
と
し
た
。
そ
こ
で
の

生
活
は
貧
窮
を
極
め
た
も
の
で
あ
り
、当
時
の
実
情
は
「
遺
事
」
の
文
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
を
挙
げ
る
と
、若
い
時
の
友
で
あ
っ

た
尚
震
ら
が
守
琛
を
訪
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
庭
に
大
き
な
杏
の
木
が
あ
っ
た
の
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
聞
い
て
み
る
と
、「
寒

い
日
に
暖
を
と
る
も
の
が
な
い
の
で
そ
の
木
を
薪
と
し
た
」
と
言
う
。
そ
の
頃
の
有
様
を
詠
ん
だ
詩
に
「
自
賛
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

　

其
の
容
は
枯
槁
な
り
。
其
の
貌
も
亦
古
び
た
り
。
行
年
四
十
、
惟
だ
一
布
衣
の
み
。
初
心
駁
せ
ず
、
終
始
違
ふ
こ
と
無
し
。（
巻
一
）
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壬
子
の
年
（
明
宗
七
年
）
に
ま
た
遺
逸
を
徴め

す
と
し
て
才
士
が
求
め
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
で
守
琛
は
特
に
六
品
階
を
授
け
ら
れ
、
内

資
寺
主
簿
を
拝
し
て
任
官
し
た
。
時
に
六
十
歳
で
あ
っ
た
た
め
、
人
の
中
に
は
そ
の
老
齢
な
る
こ
と
か
ら
出
仕
す
べ
き
で
な
い
と
言
っ
た

が
、
守
琛
は
、「
吾
れ
世
々
臣
た
り
。
豈
に
偃
蹇
（
高
ぶ
っ
て
）
し
て
以
て
君
命
を
辱
め
ん
や
」
と
言
っ
て
、
病
気
で
仕
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
な
ら
ど
う
し
よ
う
も
な
い
が
、
君
命
を
拝
し
て
聖
恩
に
答
え
る
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
。
上
京
し
た
日
に
、
礼
山
県
監
に
改
め

ら
れ
、
恩
に
謝
し
て
い
る
。
守
琛
の
年
齢
を
考
え
て
か
赴
任
地
を
兔
山
か
ら
積
城
に
換
え
ら
れ
た
が
、
た
ま
た
ま
病
気
と
な
り
、
恩
を
謝

す
る
間
も
な
い
う
ち
に
母
が
病
の
た
め
に
亡
く
な
り
、
そ
の
悲
し
み
に
よ
っ
て
病
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
、
結
果
出
仕
し
な
か
っ
た
。
最

晩
年
の
庚
申
の
年
、
明
宗
は
特
に
成
守
琛
の
名
を
選
び
出
し
て
造
紙
署
の
司
紙
に
な
る
よ
う
命
じ
、
除
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
は
友
人
の
尚

震
公
の
強
い
勧
め
が
あ
っ
た
。
明
宗
の
十
九
年
一
月
二
十
五
日
に
亡
く
な
っ
た
。
享
年
七
十
二
。

　

子
息
の
渾
に
遺
言
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
、

　

我
死
す
。
汝
貧
を
以
て
の
故
に
常
に
穀
を
殖
や
し
て
親
を
葬
ら
ん
と
欲
す
る
も
、
君
子
の
貧
賤
に
お
け
る
は
、
其
の
位
に
素
す
る
の

み
。
何
ぞ
此
く
の
如
き
事
を
作
す
に
至
ら
ん
や
。
慎
ん
で
之
を
為
す
勿
れ
。

（132）
『
俛
仰
集
』　
宋
純
　
撰

　

本
集
は
俛ふ

ぎ
ょ
う仰

亭
宋
純
の
詩
文
集
で
、
十
巻
五
冊
（
原
集
七
巻
、
続
集
三
巻
）、
全
333
丁
。

　

底
本
は
原
集
、
続
集
と
も
に
国
立
中
央
図
書
館
蔵
本
。

　

本
集
は
、
著
者
の
九
世
の
孫
の
宋
在
悦
が
蒐
集
・
編
次
し
て
純
祖
の
二
十
九
年
、
潭
陽
の
錡
谷
斎
室
で
刊
行
し
た
も
の
に
、
序
・
跋
・

諡
状
等
を
追
附
し
た
も
の
が
原
集
で
、
著
者
の
孫
の
宋
晋
美
等
に
よ
っ
て
家
蔵
さ
れ
て
い
た
草
稿
の
残
巻
を
も
と
に
、
憲
宗
の
十
二
年
に
、

宋
在
悦
が
蒐
集
・
編
次
し
た
も
の
が
続
集
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、本
叢
刊
所
収
の
『
俛
仰
集
』
等
の
序
跋
等
の
記
載
に
は
記
述
が
乏
し
い
た
め
、本
叢
刊
の
『
俛
仰
集
』
の
解
題
及 

び
、
本
叢
刊
『
解
題
』（
１
）
に
あ
る
編
修
・
刊
行
の
文
に
よ
っ
て
い
る
。

　

内
容
は
、
崇
禎
四
庚
寅
（
純
祖
三
十
年
・
一
八
三
〇
）
の
趙
寅
永
の
序
、
李
晦
淵
の
跋
。
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巻
一
、
賦
（
１
）、
詩（
198
首
）。
巻
二
、
詩
（
185
）。
巻
三
、
詩
（
193
）、
書
（
３
）、
跋
（
４
）。
巻
五
、
付
録
。
黄
胤
錫
の
宋
公
家
状
。

宋
煥
箕
の
宋
公
行
状
。
年
譜
、
試
題
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
宋
公
家
状
」、「
宋
公
行
状
」
及
び
「
年
譜
」
に
よ
っ
て
以
下
の
伝
は

記
し
て
あ
る
。
巻
六
、
付
録
、
同
門
録
他
。
巻
七
、
付
録
、
名
賢
録
、
門
人
の
記
及
び
詠
詩
等
。

　

続
集
、
総
目
の
あ
と
に
洪
直
弼
の
序
。
巻
一
、
賛
（
１
）、
銘
（
５
）、
記
（
４
）、
詩
（
14
）、
策
（
１
）、
表
（
１
）、
劄
（
３
）、
別
録
、 

燕
行
録
。
巻
二
、
書
（
18
）、
祭
文
（
６
）、
輓
詞
（
２
）、
行
状
（
２
）、
碣
（
１
）。
巻
三
、
付
録
、
叙
述
、
同
類
録
他
。

　　

宋
純
（
一
四
九
三
・
成
宗
二
十
四
年
―
一
五
八
三
・
宣
祖
十
六
年
）

　

姓
は
宋
、
諱
名
は
純
。
字
は
守
初
、
一
の
字
は
誠
之
、
号
は
企
村
、
又
の
号
は
俛
仰
。
新
平
県
の
人
。

　

鼻
祖
の
宋
丘
進
は
高
麗
の
書
雲
観
正
兼
習
射
都
官
判
官
と
な
っ
た
人
。
以
後
朝
廷
に
出
仕
す
る
名
家
で
あ
る
が
、
高
祖
の
宋
希
璟
は
応

永
二
十
七
年
、
外
交
官
（
日
本
回
礼
使
）
と
し
て
来
日
し
、
九
か
月
間
滞
在
す
る
中
で
の
見
聞
を
『
老
松
堂
日
本
行
録
』
に
著
わ
し
た
人 

で
、
太
宗
朝
の
名
臣
で
あ
る
。
曾
祖
の
宋
寿
之
は
效
力
副
尉
、
祖
父
の
宋
福
川
は
奮
順
副
尉
と
な
っ
た
人
。
父
の
名
は
泰
、
孝
思
堂
と 

号
し
、
篤
孝
で
世
に
知
ら
れ
た
人
。
死
後
、
吏
曹
判
書
を
贈
ら
れ
て
い
る
。
母
は
淳
昌
の
趙
時
雍
の
女む

す
め

、
三
男
あ
り
。
長
子
が
宋
純
で
、

弟
に
絪
と
紳
が
い
る
。

　

成
宗
の
二
十
四
年
十
一
月
十
四
日
、
潭
陽
の
上
德
里
の
第
で
生
ま
れ
た
。
幼
い
と
き
か
ら
穎
悟
、
読
書
を
好
み
、
文
芸
に
於
て
優
れ
て

い
た
と
い
う
。

　

癸
酉
の
年
（
中
宗
の
八
年
）
に
司
馬
の
試
に
中
る
、つ
ま
り
科
挙
の
試
験
に
合
格
し
た
。
時
に
二
十
一
歳
。
宋
純
の
師
は
朴
祥
（
訥
斎
） 

で
、
厳
格
な
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
師
が
宋
純
の
才
を
大
い
に
称
賛
し
て
勉
励
し
て
、
将
来
、
学
業
が
大
成
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

己
卯
の
年
の
別
試
で
乙
科
に
合
格
し
た
時
、
考
官
（
試
験
官
）
の
安
瑭
（
貞
愍
公
）・
趙
光
祖
（
静
菴
）・
金
絿
（
文
懿
公
）・
金
湜
（
文
毅
公
）

ら
は
、
宋
純
の
策
の
文
章
を
得
て
、
高
声
で
読
ん
で
、「
季
雲
（
金
馹
孫
）
以
後
、
こ
の
よ
う
な
名
文
は
無
い
」
と
い
っ
て
評
価
し
た
由
。

　

こ
の
よ
う
に
称
さ
れ
た
試
験
の
行
わ
れ
た
年
に
、
北
門
の
禍
（
己
卯
の
士
禍
・
一
五
一
九
年
）
が
起
こ
り
、
趙
光
祖
ら
士
林
派
の
人
々

の
多
く
は
、
死
を
賜
っ
た
り
貶
謫
さ
れ
た
。
宋
純
は
趙
光
祖
ら
の
悲
劇
を
痛
傷
す
る
中
に
、
承
文
院
権
知
正
字
と
な
り
官
界
に
入
っ
た
。
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時
に
二
十
七
歳
で
あ
っ
た
。

　

翌
年
に
は
芸
文
館
検
閲
兼
春
秋
館
記
事
官
を
授
け
ら
れ
、
つ
い
で
弘
文
館
正
字
と
な
っ
た
後
、
読
書
堂
に
賜
暇
を
与
え
ら
れ
て
研
究
に

励
ん
だ
。
こ
の
頃
、
己
卯
の
士
禍
の
人
々
を
思
っ
て
「
暮
思
」（
本
集
巻
一
所
収
）
と
い
う
詩
を
残
し
て
い
る
。
以
後
、
順
調
に
官
界
を
歩 

む
が
、
中
宗
の
十
八
年
、
父
が
死
去
し
た
た
め
官
界
を
離
れ
郷
里
に
帰
り
、
父
の
墓
を
作
り
、
風
樹
堂
（「
風
樹
之
嘆
」
に
よ
る
）
と
名
づ 

け
た
。
喪
が
明
け
て
、
乙
酉
の
年
に
世
子
の
侍
講
院
説
書
と
な
っ
て
皇
太
子
の
教
育
に
当
た
る
。
翌
年
に
は
弘
文
館
修
撰
、
知
製
教
、
経

筵
検
討
官
な
ど
に
な
り
、
以
後
多
く
の
官
職
を
少
し
ず
つ
昇
任
し
て
い
く
。
例
え
ば
弘
文
館
校
理
、
司
諫
院
正
言
、
司
憲
府
持
平
・
掌
令
、

吏
部
や
兵
部
の
曹
郎
・
正
郎
等
の
要
職
を
歴
任
し
て
い
る
。

　

そ
の
間
、
孝
恵
公
主
（
中
宗
と
章
敬
王
后
の
間
に
生
ま
れ
た
）
の
婿
で
あ
る
禧
の
親
で
あ
る
金
安
老
は
、
こ
の
姻
戚
関
係
を
利
用
し
て

権
勢
を
恣
に
す
る
こ
と
で
悪
事
を
は
た
ら
き
、
そ
の
罪
で
流
謫
さ
れ
て
い
た
の
を
、
相
臣
の
李
荇
、
大
司
憲
の
沈
彦
光
、
正
言
の
蔡
無
択

が
策
略
で
も
っ
て
朝
廷
を
欺
い
て
、
金
安
老
を
釈
放
す
る
こ
と
を
請
う
上
奏
を
す
る
よ
う
な
情
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
宋
純
は
諫

官
と
し
て
こ
の
要
請
の
不
可
な
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
た
。
こ
れ
に
同
意
見
で
あ
っ
た
の
は
李
晦
斎
公
で
、
彼
も
釈
放
す
べ
き
で
な
い
と

主
張
し
て
い
た
。
中
宗
の
十
六
年
に
は
、
司
諫
院
大
司
諫
に
転
じ
た
が
、
吏
判
の
黄
憲
ら
を
は
じ
め
と
す
る
尹
元
衡
ら
の
党
人
か
ら
盛
ん

に
誹
謗
さ
れ
、
宋
純
は
反
論
を
し
よ
う
と
し
た
が
、
周
囲
の
人
々
は
応
じ
て
く
れ
な
い
の
で
職
に
留
ま
る
意
欲
を
失
っ
て
、
全
羅
道
観
察

使
と
な
り
地
方
へ
出
、
そ
の
後
は
病
気
を
理
由
に
帰
郷
し
て
し
ま
う
。
時
に
五
十
一
歳
で
あ
っ
た
。

　

甲
辰
の
年
（
一
五
四
四
年
）、
中
宗
が
崩
御
し
、
仁
宗
が
即
位
し
、
朝
廷
に
変
化
が
起
き
る
が
、
仁
宗
は
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
崩
御 

し
、
そ
こ
で
ま
た
政
界
が
ひ
っ
く
り
返
る
。
仁
宗
の
後
を
継
い
だ
の
は
文
定
王
后
の
子
明
宗
が
即
位
し
た
。
明
宗
は
十
一
歳
と
い
う
若
さ

の
た
め
、
文
定
王
后
の
垂
簾
聴
政
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
文
定
王
后
の
実
弟
の
尹
元
衡
が
権
力
を
掌
握
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

明
宗
の
二
年
、
宋
純
は
奏
聞
使
と
し
て
北
京
に
赴
き
、
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
帰
国
す
る
や
政
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
友
人
の
具
寿

聃
は
死
を
賜
る
こ
と
に
な
り
、
宋
純
は
平
安
道
順
川
郡
に
移
配
（
左
遷
）
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
二
人
の
息
子
海
寛
と
海
容
を
と
も
な
っ

て
流
さ
れ
、
翌
年
に
は
水
原
府
へ
移
さ
れ
た
。
そ
こ
で
大
臣
か
ら
無
罪
で
あ
る
こ
と
が
弁
ぜ
ら
れ
、
釈
放
さ
れ
て
帰
郷
し
た
。
そ
の
翌
年

に
は
六
十
歳
に
も
な
る
の
に
善
山
都
護
府
使
を
命
ぜ
ら
れ
て
赴
任
し
た
。
そ
の
府
境
の
地
は
治
め
難
い
土
地
で
あ
っ
た
が
、
赤
心
で
も
っ
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て
民
と
向
き
合
う
こ
と
で
大
い
に
教
化
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
奏
上
さ
れ
、
朝
廷
（
明
宗
）
か
ら
表
裏
一
襲
の
衣
を
賜
っ
て
い
る
。

　

明
宗
の
二
十
年
、
文
定
王
后
が
昇
遐（
逝
去
）し
、
尹
元
衡
が
竄
死（
追
放
さ
れ
て
死
ぬ
こ
と
）し
て
、
こ
れ
以
後
、
清
議
が
行
わ
れ
る
よ 

う
に
な
っ
て
い
く
が
、
よ
う
や
く
帝
と
し
て
実
力
を
発
揮
し
て
政
治
に
当
た
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
明
宗
は
、
二
年
後
に
三
十
三
歳
の
若

さ
で
崩
御
す
る
と
い
う
一
生
で
あ
っ
た
。
帝
に
比
べ
て
長
寿
の
運
命
を
生
き
た
。
宋
純
は
宣
祖
の
十
五
年
の
二
月
一
日
に
亡
く
な
っ
た
。 

享
年
九
十
。
潭
陽
府
の
南
、
無
量
山
に
あ
る
父
の
墓
の
下
の
子
坐
の
原
に
葬
ら
れ
た
。

　

最
後
に
、
乙
卯
の
禍
の
後
、
後
悔
し
反
省
し
た
「
自
警
」（
本
集
巻
一
所
収
）
の
言
葉
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

　
　

悔
む
ら
く
は
生
事
去
り
し
後
、
百
慮
、
能
く
為
す
こ
と
無
し
。

　
　

心
豈
に
こ
れ
を
府
に
悔
い
ん
や
。
事
前
、
当
に
三
た
び
思
ふ
べ
し
。

 


